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令和７年度　再評価対象箇所一覧表　８月２６日審議箇所
［県土整備部　河川課］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (R7.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

7,500 5,067 67.6%

5.2km 4.7km 67.7% 183 179 97.9%

7,317 4,888 66.8%

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

事業費縮減番号 事業名
路線・地区
・河川名等

実施箇所
（市町村名）

関連事業の
進捗状況

実施済み額

採択
年度

完了
予定
年度

全体事業費

全体事業量
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事
項

環境との調和
への配慮事
項

事   業
実施率

進捗率事　業　概　要

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

実施済事業量

1
広域河川
改修事業

一級河川
泥川

大垣市、垂井
町、養老町

S51 R20
9.7
(8.6)

継続
前回
再評価
R2

49

・新五流域総合
治水対策プラン
・牧田川圏域河
川整備計画

―

・東海環状自動
車道や企業立
地の増加
・事業継続・早
期完了を希望

・落差工を斜
路工に変更
・護岸にポー
ラスブロックを
活用

建設発生土
の有効利用
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令和７年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
課名   河川課      

  ○ 

  事 

  業 

  制 

  度 

  に 

  つ 

  い 

  て 

 事 業 名 広域河川改修事業 

 事 業 目 的 一級河川において、一定の計画に基づき施行される改良工事 

 採 択 基 準

① 総事業費が概ね12 億円以上のもので、次のいずれかの要件に該当する

もの 

①－１ 改良工事によって洪水被害が防止される区域内の農耕地が200ha 

以上であるもの、宅地が20ha以上であるもの、家屋が200 戸以上あるもの

又は農耕地が100ha 以上であって、かつ、宅地が10ha 以上若しくは家屋が

100 戸以上であるもの 

①－２ 改良工事による費用便益比が１以上であるもの 

 概      要

 (メニュー)

・掘削工、護岸工、築堤工等 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

効 

 果 

 の 

 項 

 目

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目 

》

Ｂ 

《

・家屋資産 

床面積に家屋１㎡当たり評価額を乗じ家屋資産額を算定 

・家庭用品資産 

  世帯数に１世帯当たり家庭用品評価額を乗じ、家庭用品資産額を算定 

・事業所資産（償却・在庫資産） 

  産業分類ごとに、従業者数に１人当たり償却資産及び在庫資産評価額を乗
じ、事業所償却・在庫資産を算定 

・農漁家資産（償却・在庫資産） 

  農漁家世帯数に１戸当たりの償却資産評価額及び在庫資産評価額を乗じ、
農漁家償却資産額及び在庫資産額を算定 

・農作物資産（水田・畑） 

水田面積、畑面積に平年収量及び農作物価格を乗じ農作物資産額を算定 

・公共土木施設 

一般資産被害額に施設等に応じた比率を乗じ、公共土木施設等の被害額を
算定 

そ 

の 

他 

項 

目 

費 

用 

》

Ｃ 

《

の 

算 

定 

・事業費と維持管理費の総費用

・事業費とは、工事費、用地費、補償費、附帯工事費等

・維持管理費は、毎年定常的に支出される除草等の費用

・評価対象期間は、施設完成後から５０年間

・社会的割引率４％で現在価値化して評価 

費 

用 

便 

益 

比 

の 

基 

準 

・費用便益比が１．０以上 
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令和７年度 再評価実施箇所（附図）
担当課〔 河川課 〕 

番 号 ４ 
事 業 名 

(路線･河川名等)

広域河川改修事業

（木曽川水系 泥川） 

事業実施

箇 所
大垣市、垂井町、養老町 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 昭和５１年度 完了予定年度 令和２０年度 

再評価の実施基準 再評価を実施した後5年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

泥川では、平成14年、16年、20年、24年、29年、令和6年と浸水被害が発生している。

このため、河道整備のほか、排水機場の整備を実施し、浸水被害の解消を図る。 

事業概要

 全体延長 L=5.2km 【水門設置、河道拡幅、護岸工、排水機場設置】 

概 要 図

泥川 

① 未改修区間（5km 付近） ②R6.8 洪水浸水状況（3km 付近）
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令和７年度第３回 
岐阜県事業評価監視委員会 
費用対効果分析資料 

■事業名 

【河川事業】 広域河川改修事業 泥川

■事業内容 

河川改修（水門設置、河道拡幅、護岸工、排水機場設置）

■費用対効果分析結果 

区分
前回(参考) 

（基準年：R2） 

今回 

（基準年：R7） 
参考

前回 

（基準年：R2） 

社会的割引率 4% 4% 2% 1% 4% 

事業期間 S50～R20 S50～R20 H19～R20 

費用 

(百万円) 

事業費 17,695 21,529 14,014 13,272 5,331

維持管理費 3,114 3,789 4,592 5,767 617

合計（C） 20,809 25,317 18,606 19,039 5,948

効果 

(百万円) 

直接被害 171,902 234,678 241,501 274,321 －

(一般資産被害) 69,443 96,560 99,368 112,872 －

(農作物被害) 718 978 1,006 1,143 －

(公共土木施設等被

害) 
101,742 137,140 141,127 160,306 －

間接被害 7,357 10,023 10,314 11,716 －

残存価値 23 23 208 635 －

合計（B） 179,283 244,723 252,024 286,671 80,237

費用便益比分析結果(B/C） 8.6 9.7 13.5 15.1 15.1

※上記の事業費は、国のマニュアルに基づき社会的割引率を用いて現在価値に換算しているため、実際の事業費と異なる。 

 前回評価では事業期間を（１）河川整備計画期間としていたが、今回評価では（２）事業着手以降の全体期間としている。 
（１）に基づく費用便益比を【前回】として記載し、今回評価と比較するための（２）に基づく費用便益比を【前回（参考）】と記載している。 

■費用対効果分析の分析方法 

治水経済調査マニュアル（案）【令和 6年 4月】 国土交通省 水管理・国土保全局

■費用対効果分析結果の概要 

【費用の主な変化要因】 

（維持管理費） 

・水門整備の維持管理費を見込みから実績に見直したことから、維持管理費が増加した【6.8 億円】 

（現在価値化した事業費） 

・基準年が変更（R2→R7）となったことにより、現在価値化後の事業費が増加した【45.1 億円】 

【効果の主な変化要因】 

（便益） 

・デフレータの変更（R2→R7）により、一般資産被害額等が増加した【271.2 億円】 

（現在価値化した便益） 

・基準年が変更（R2→R7）となったことにより、現在価値化後の便益が増加した【654.4 億円】 

【B/C の変化】 

・維持管理費の見直しにより費用は増加するが、デフレーターの変更により、費用便益比（B/C）は、

8.6 から 9.7 に増加するため、事業効果は確保される見通し。 
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